
○横芝光町防災士資格取得補助金交付要綱

平成２８年３月３０日

告示第６３号

改正 令和５年１月２６日告示第５号

（目的）

第１条 この告示は、町民が防災士の資格取得に要する費用の一部を補助す

ることにより、地域における防災力向上の担い手となる人材を養成し、自

主防災組織等の育成強化を図り、もって住民参加による地域防災力の一層

の向上に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この告示において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士

機構（以下「機構」という。）において防災士の認証登録を受けた者をい

う。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者は、本町に住所を有し、次のいずれか

に該当する者で、かつ、町税及び介護保険料の滞納のない者とする。

（１） 防災リーダーとして、町内の自主防災組織等で活動する意思のあ

る者

（２） 町内の自主防災組織の一員である者

（補助対象経費及び補助金の額）

第４条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる経費の合計額とする。ただし、

補助金の額は、６万円を限度とする。

（１） 機構が認証した研修機関で実施する防災士研修講座受講料



（２） 機構が実施する防災士資格取得試験受験料

（３） 機構への防災士登録申請料

２ 補助金の交付は、予算の範囲内とし、１人につき１回限りとする。

（補助金の交付申請）

第５条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、

機構が認証した研修機関で実施する防災士研修講座の受講前までに、防災

士資格取得補助金交付申請書（別記第１号様式）に必要書類を添えて、町

長に提出しなければならない。

（補助金の交付決定等）

第６条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかにそ

の内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

２ 町長は、前項の審査の結果、適当と認めたときは防災士資格取得補助金

交付決定通知書（別記第２号様式）により、適当と認めないときは防災士

資格取得補助金不交付決定通知書（別記第３号様式）により申請者に通知

するものとする。

（交付決定の条件）

第７条 町長は、前条第２項の規定により補助金の交付を決定する場合にお

いては、次の条件を付するものとする。

（１） 申請者は、補助金の交付申請から実績報告までを、同一年度内に

行わなければならない。

（２） 申請者は、防災士認証登録後に防災リーダーとして町に登録しな

ければならない。

（補助事業の変更等）



第８条 補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、補助事業を変更し又は中止しようとするときは、速やかに次に定める

手続をしなければならない。

（１） 第５条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるとき

は、防災士資格取得補助金変更承認申請書（別記第４号様式）により承

認を受けること（町長が認める軽微な変更の場合を除く。）。

（２） 補助事業を中止しようとするときは、防災士資格取得補助金中止

承認申請書（別記第５号様式）により承認を受けること。

（補助金の変更又は中止決定等）

第９条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を

審査し、補助金の変更又は中止するかどうかを決定するものとする。

２ 町長は、前項の審査の結果、適当と認めたときは、防災士資格取得補助

金変更・中止決定通知書（別記第６号様式）により、適当と認めないとき

は、防災士資格取得補助金変更不承認通知書（別記第７号様式）により補

助事業者に通知するものとする。

（実績報告）

第１０条 補助事業者は、機構へ防災士の登録を完了した日から起算して３

０日以内又は当該年度３月３１日のいずれか早い日までに、防災士資格取

得補助金実績報告書（別記第８号様式）に、次に掲げる書類を添えて町長

に提出しなければならない。

（１） 防災士認証状又は防災士証の写し

（２） 第４条に規定する対象経費の支払を証明する書類

（補助金額の決定及び確定通知）



第１１条 町長は、前条の規定による実績報告があった場合、当該報告に係

る書類審査により、当該補助事業の実績が交付決定の内容に適合すると認

めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、防災士資格取得補助金確定

通知書（別記第９号様式）により、補助事業者に通知するものとする。

（補助金の交付請求等）

第１２条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を受

けようとするときは、防災士資格取得補助金交付請求書（別記第１０号様

式）を町長に提出しなければならない。

２ 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付

を行うものとする。

（補助金の返還等）

第１３条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が偽りその他不正の手

段によって補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の全部又は一部

を返還させるものとする。

（補助事業者の責務）

第１４条 補助事業者は、地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施

策に積極的に協力する責務を有するものとする。

（その他）

第１５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（令和５年告示第５号）

（施行期日）



１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙に

ついては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。























別記第１号様式（第５条）

（令５告示５・一部改正）

第２号様式（第６条）

第３号様式（第６条）

第４号様式（第８条）

（令５告示５・一部改正）

第５号様式（第８条）

（令５告示５・一部改正）

第６号様式（第９条）

第７号様式（第９条）

第８号様式（第１０条）

（令５告示５・一部改正）

第９号様式（第１１条）

第１０号様式（第１２条）


